
第１回浜名湖水辺整備推進協議会 議事概要 
 

日 時 令和４年12月26日（月）14：00～15：10 

場 所 静岡県庁西館４階第１会議室A（静岡市葵区追手町9番6号） 

出席者 
職・氏名 

会員  松井邦浩（静岡県経営管理部西部地域局 次長兼地域課長）【代理】 
会員  伊藤 晃（静岡県くらし・環境部環境局 参事（自然共生担当））【代理】 
会員  小坂美雪（静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課 課長）【代理】 
会員  影島英一郎（静岡県スポーツ・文化観光部観光交流局 局長） 
会員  田保 豪（静岡県経済産業部農地局 局長） 
会員  板橋 威（静岡県経済産業部水産・海洋局 局長） 
会員  勝部 裕之（静岡県経済産業部西部農林事務所 農山村整備部長）【代理】 
会員  羽田充明（静岡県交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)） 
会員  山梨義之（静岡県交通基盤部道路局道路企画課 課長）【代理】 
会長  望月嘉徳（静岡県交通基盤部河川砂防局 局長） 
会員  長山達哉（静岡県交通基盤部港湾局 局長） 
会員  飯田 温（静岡県交通基盤部都市局長） 
会員  廣瀬 聡（静岡県交通基盤部浜松土木事務所 所長） 
会員  山田英二（浜松市環境部 次長）【代理】 
会員  杉田実良（浜松市産業部農業水産課長）【代理】 
会員  山田雅之（浜松市都市整備部参事兼土地政策課長）【代理】 
会員  野末 昇（浜松市土木部次長兼道路企画課長）【代理】 
会員  守屋徳貞（湖西市都市整備部土木課 主幹）【代理】 
会員  渥美 敏（浜名漁業協同組合 代表理事組合長） 
会員  石塚良明（公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 常務理事） 
会員  徳田晴紀（公益財団法人浜名湖総合環境財団 常務理事） 
事務局 静岡県河川企画課長、浜松土木事務所次長（技術）ほか 

議 事 

（１） 「浜名湖水辺整備基本計画」の策定について 
（２） 浜名湖水辺整備推進協議会設置要綱（案）について 
（３） 検討課題について 
  ① 整備優先順位の設定方法 
  ② 湖岸堤の管理者特定及び整備の手法 

配布資料 

次第、出席者名簿、座席表 
資料１：「浜名湖水辺整備基本計画」の策定について 
資料２：浜名湖水辺整備推進協議会設置要綱（案 
資料３：検討課題について 
資料４：浜名湖関連事業抽出調査の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜議事概要＞【凡例  ○：会員、●：事務局】 

 

議事１ 「浜名湖水辺整備基本計画」の策定について（資料１） 

議事２ 浜名湖水辺整備推進協議会設置要綱（案）について（資料２） 

・ 資料１を用いて「浜名湖水辺整備基本計画の策定」に向けた概要及び資料２を用いて浜名湖水

辺整備推進協議会設置要綱（案）について説明し、質疑応答を行った。 

● 資料１P.6 の３つ目の説明文の中の“・・衰退している藻場などの・・”については削除され

たい。 

○ 承知した。 

● 今の件の理由は、「静岡県水産振興基本計画」に記載されていないことか。 

● 「浜名湖水辺整備基本計画」においては主な内容でないため、記載する必要が無いと考える。 

 

● 資料１P.6 の１つ目の説明文に湖面漁業の代表魚種として“タイ”とあるが、“タイ”は一般的

には“マダイ”を指すので、“クロダイ”あるいは“スズキ”が良い。 

○ 資料を修正する。 

● 事務局にて把握しきれていない情報があると思われる。浜名湖の魅力を発信するためにも、各

機関から情報提供を受けながら資料の修正をお願いしたい。 

 

● 浜名湖湖岸堤の抜本的な改修にあたってはかなりの事業費を要すると思われるが、予算の見通

しは立っているか。 

○ 作業部会を通して整備区間の優先順位について検討、整理した上で事業の規模感を把握するな

ど、随時、明らかにしていきたい。 

 

● 設置要綱（案）第２条において、“・・浜名湖湖岸の安全度の向上と周辺地域の更なる魅力向上・

振興に取り組む・・”とあるが、この協議会は計画策定までのものなのか、協議会の運営方針

についてどのように考えているか。 

○ 計画を策定した後も、計画に基づく取組、事業の進捗管理を行う場として、また、事業を実施

する中でも関係機関との協議、調整が必要な事項が生じることが想定されるため、引き続き協

議会を運営するよう考えている。 

 

● 設置要綱（案）について、承認いただけるか。 

＜一同、異議無し＞ 

● 承認をいただいたということで、本日付けで施行させていただくこととする。 

 

議事３ 検討課題について（資料３） 

・ 資料３を用いて、計画課題とその対応方針（案）について説明し、質疑応答を行った。 

● 防御上、湖岸の前面を整備しても回り込んで浸水が生じる場合もあり、必ずしも前面の施設管

理者だけの課題ではない。今後、対策を検討していく中で、技術的・財政的な支援をお願いし



たい。 

○ 想定浸水区域の分布状況等も踏まえながら検討していきたい。 

 

● “浜名湖”とはどの範囲のことを指すか。 

○ 浜名湖は都田川の一部であり、浜名湖に注ぐ河川として都田川本川や釣橋川などの支川がいく

つかあるが、河口から湖に注いだ以降、資料１P.11 の赤色線で囲われた区域を浜名湖と捉えて

いただければ良い。 

 

● 防護の観点で約８割の区間において高さが足りていないとのことであるが、どの程度の高さが

不足しているのか。 

○ 高潮による波の打ち上げ高を算定しており地点によって異なるが、打ち上げ高は T.P.+2～3m

程度となるため、それを防護する高さの湖岸堤が必要となる。 

● 湖岸堤の必要高さについて想像していたものより高いものであることが分かった。今後、その

ような高潮、現象が起こる可能性があるということか。 

○ 起こり得る現象として防護水準を設定することとなる。 

 

● 民間が管理する湖岸堤について、民間に対して嵩上げ工事を指示していくこととなるのか。 

○ 整備の優先順位を整理した後、施設整備が必要な箇所について土地所有者を特定して事業を進

めていきたいと考えている。 

 

● 資料３P.2 において、整備優先順位の評価指標の一つとして“地域振興策との連携”が挙げら

れているが、地域振興策との連携とは具体的にどのようなものか。 

○ 資料１P.10 に掲載しているような、他計画に位置付けられている取組のうち、湖岸の整備に繋

がるものがあれば評価するよう考えている。また、検討中のものも含め、今後の作業部会や幹

事会で整理していきたい。 

 

● 漁業者にとっては、干潟の保全など、施設整備によるマイナス要素をいかに減らすか、という

観点が大事になる。湖岸堤を湖面に前出しして整備する場合、干潟が消失することになるが、

極力干潟は残してもらいたい。また、直立構造のコンクリート構造物では干潟に比べ、満ち引

きによる水平方向の流れが阻害される。マイナス面を緩和するためには、湖岸堤を生物の生息

に好適な構造としてもらいたい。 

○ 今後、具体な検討をする中で配慮する。 

以上 


